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令和２年６月 

防 衛 省 

 

民間競争入札実施事業 

「防衛省市ヶ谷地区施設管理業務」の実施状況について 

（平成３０年度及び平成３１年度（令和元年度）） 

 

Ⅰ 事業の概要 

１．委託業務内容 

防衛省市ヶ谷地区の施設管理業務 

（１）統括管理・各設備点検保守業務 

 

 

（２）運転・監視及び日常点検等業務（その１） 

（３）運転・監視及び日常点検等業務（その２） 

（４）清掃・植栽管理・廃棄物監理・環境保全業務 

（５）警備・受付業務 

※本事業は、平成２３年度から開始した市場化テストの第４期である。第１期及び第２期

事業は、上記の業務を全て包括して複数年度（３カ年）の業務委託を行ったが、いずれも

１者応札であったことから、官民競争入札等監理委員会並びに行政事業レビュー公開プ

ロセスにおいて、競争性改善に係る指摘を受けたため、第４期事業の実施にあたっては、

当該指摘を踏まえ、監査法人に業務委託し、業務範囲の分析・検討を行い、調達単位を見

直し（５分割）のうえ、複数年度（３カ年）の業務委託を行った（第３期事業は、当該見

直しの検討・分析の資とするため、試行的に調達単位を３分割かつ単年度で事業を実施）。

なお、市場化テスト開始時と比べ、本業務の対象となる施設が６つ増加している。 

 

２．業務委託期間 

平成３０年４月１日～令和３年３月３１日 

 

３．受託事業者 

（１）統括管理・各設備点検保守業務 

【共同体】 

（代表企業） アズビル株式会社 

（構 成 員） 株式会社ＮＴＴファシリティーズ 

           日本空調サービス株式会社 

（２）運転・監視及び日常点検等業務（その１） 

一般財団法人防衛弘済会 

（３）運転・監視及び日常点検等業務（その２） 

     一般財団法人防衛弘済会 

統括管理業務、建築設備点検保守業務、電気設備点検保守業務、機械設備

点検保守業務、監視制御設備点検保守業務 
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（４）清掃・植栽管理・廃棄物監理・環境保全業務 

     テスコ株式会社 

（５）警備・受付業務 

    【共同体】 

（代表企業） 株式会社アール・エス・シー 

（構 成 員） シンテイ警備株式会社 

  

４．受託事業者決定の経緯 

（１）統括管理・各設備点検保守業務 

 入札参加者１者から提出された企画書について、その内容を評価した結果、

業務の履行体制や必要な資格等を満たしていた。 

入札については、平成３０年１月１７日に開札した結果、入札価格が予定

価格の制限の範囲内であったことから、総合評価落札方式により上記３（１）

の受託事業者が落札者となった。 

（２）運転・監視及び日常点検等業務（その１） 

入札参加者１者から提出された企画書について、その内容を評価した結果、

業務の履行体制や必要な資格等を満たしていた。 

入札については、平成３０年１月１７日に開札した結果、入札価格が予定

価格の制限の範囲内であったことから、総合評価落札方式により上記３（２）

の受託事業者が落札者となった。 

（３）運転・監視及び日常点検等業務（その２） 

入札参加者１者から提出された企画書について、その内容を評価した結果、

業務の履行体制や必要な資格等を満たしていた。 

入札については、平成３０年１月１７日に開札した結果、入札価格が予定

価格の制限の範囲内であったことから、総合評価落札方式により上記３（３）

の受託事業者が落札者となった。 

（４）清掃・植栽管理・廃棄物監理・環境保全業務 

 入札参加者３者から提出された企画書について、その内容を評価した結果、

業務の履行体制や必要な資格等を満たしていた。 

入札については、平成３０年１月１７日に開札した結果、入札価格が予定

価格の制限の範囲内であったことから、総合評価落札方式により上記３（４）

の受託事業者が落札者となった。 

（５）警備・受付業務 

 入札参加者１者から提出された企画書について、その内容を評価した結果、

業務の履行体制や必要な資格等を満たしていた。 

入札については、平成３０年１月１７日に開札した結果において、入札価

格が予定価格の制限の範囲内であったことから、総合評価落札方式により上

記３（５）の受託事業者が落札者となった。 

 

Ⅱ 対象公共サービスの実施内容に関する状況及び評価 
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１．達成すべきサービスの質及び最低限満たすべき水準の達成状況及び評価 

（１）統括管理・各設備点検保守業務における達成状況 

基本的な方針 主要事項 測定指標 結  果 

当該事業が我が

国防衛の中枢施

設の運用に密接

な関わりがある

ことを十分に理

解し、防衛省・

自衛隊の任務遂

行に支障を与え

ないようにす

る。 

品質の維持 １ 業務請負者の不備に起因し

た、防衛省の行う業務の中断回

数：０回 

※自然災害等による予測不能な場

合を除く。 

  業務請負者の不備に起因した、防

衛省の行う業務の中断回数は０回で

あった。 

２ 業務請負者の不備に起因した

空調停止、停電、断水、エレベ

ーター等の停止回数：０回 

※自然災害等による予測不能な場 

合を除く。 

  業務請負者の不備に起因した空調

停止、停電、断水、エレベーター等の

停止回数は０回であった。 

 

 

３ 災害、事故等の緊急時におい

て、被災状況の把握、応急補

修、二次災害防止対策を迅速に

行うこと。 

地震や台風等の災害発生時におけ

る庁舎の状況把握や不具合の応急補

修等の対応を適切に実施した。 

４ 外来者や近隣住民への対応を

適切に実施することで、クレー

ム等の無いように努め、公共施

設としての品位を保つこと。 

各設備等の適切な点検・整備及び

応急補修等を実施することにより、

庁内環境を適切に維持した。 

環境への配

慮 

１ 環境配慮に関する各種法令を

遵守し、業務を履行すること。 

 環境配慮に関する各種法令を遵守

し、各設備の点検保守を実施するな

ど、適切な庁内の環境確保に努める

とともに、突発的な事象が発生した

施設管理担当者と連携し、臨機応変

に対応した。 

２ 都民の健康と安全を確保する

環境に関する条例により課せら

れている温室効果ガス排出量削

減義務を達成できるよう協力す

ること。 

 都民の健康と安全を確保する環境

に関する条例において温室効果ガス

排出量の削減基準は１７％であった

ところ、平成３０年度においては２

５％、令和元年度（平成３１年度）

においては約２４％の削減を達成し

た。 

３ 本業務の委託期間中に、都民

の健康と安全を確保する環境に

関する条例以外の法令等によ

り、別途温室効果ガス排出量削

減義務が課せられた場合、当該

義務を達成できるよう協力する

本業務の委託期間中に、当該義務

が課せられたことはなかった。 
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こと。 

４ 上記の実施に当たっては、勤

務環境の低下を最小限に留める

よう、施設管理担当者と調整を

図りつつ実施すること。 

各設備の点検保守の実施にあたっ

て、施設管理担当者及び関係各所と

綿密な調整を実施し業務を行うとと

もに、突発的な事象が発生した際も

施設管理担当者と連携し、臨機応変

に対応するなど、いかなる場合も可

能な限り勤務環境が低下しないよう

努めた。 

安全性の確

保 

１ 業務請負者の不備に起因する

施設利用者、来訪者等の人身事

故（病院での治療を要するも

の）及び物損事故の回数：０回 

業務請負者の不備に起因する施設

利用者、来訪者等の人身事故（病院

での治療を要するもの）及び物損事

故の回数は０回であった。 

２ 業務に従事する者の健康管理

上の不備に起因する事故の発生

回数：０回 

業務に従事する者の健康管理上の

不備に起因する事故の発生回数は０

回であった。 

 

（２）運転・監視及び日常点検等業務（その１）における達成状況 

基本的な方針 主要事項 測定指標 結  果 

当該事業が我が

国防衛の中枢施

設の運用に密接

な関わりがある

ことを十分に理

解し、防衛省・

自衛隊の任務遂

行に支障を与え

ないようにす

る。 

品質の維持 １ 業務請負者の不備に起因し

た、防衛省の行う業務の中断回

数：０回 

※自然災害等による予測不能な場

合を除く。 

  業務請負者の不備に起因した、防

衛省の行う業務の中断回数は０回で

あった。 

２ 業務請負者の不備に起因した

空調停止、停電、断水、エレベ

ーター等の停止回数：０回 

※自然災害等による予測不能な場 

合を除く。 

  業務請負者の不備に起因した空調

停止、停電、断水、エレベーター等の

停止回数は０回であった。 

 

 

３ 災害、事故等の緊急時におい

て、被災状況の把握、応急補

修、二次災害防止対策を迅速に

行うこと。 

地震や台風等の災害発生時におけ

る庁舎の状況把握や不具合の応急補

修等の対応を適切に実施した。 

４ 外来者や近隣住民への対応を

適切に実施することで、クレー

ム等の無いように努め、公共施

設としての品位を保つこと。 

各設備等の適切な点検・整備及び

応急補修等を実施することにより、

庁内環境を適切に維持した。 

環境への配

慮 

１ 環境配慮に関する各種法令を

遵守し、業務を履行すること。 

 環境配慮に関する各種法令を遵守

し、施設管理担当者の指示のもと、
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冷暖房の温度管理や運転時間の運用

などの業務を適切に行うとともに、

突発的な事象が発生した施設管理担

当者と連携し、臨機応変に対応し

た。 

２ 上記の実施に当たっては、勤

務環境の低下を最小限に留める

よう、施設管理担当者と調整を

図りつつ実施すること。 

冷暖房設備をはじめとする各設備

の運転・監視について、施設管理担

当者と綿密な調整を実施するととも

に、突発的な事象が発生した際も施

設管理担当者と連携し、臨機応変に

対応するなど、いかなる場合も可能

な限り勤務環境が低下しないよう努

めた。 

安全性の確

保 

１ 業務請負者の不備に起因する

施設利用者、来訪者等の人身事

故（病院での治療を要するも

の）及び物損事故の回数：０回 

業務請負者の不備に起因する施設

利用者、来訪者等の人身事故（病院

での治療を要するもの）及び物損事

故の回数は０回であった。 

２ 業務に従事する者の健康管理

上の不備に起因する事故の発生

回数：０回 

業務に従事する者の健康管理上の

不備に起因する事故の発生回数は０

回であった。 

 

（３）運転・監視及び日常点検等業務（その２）における達成状況 

基本的な方針 主要事項 測定指標 結  果 

当該事業が我が

国防衛の中枢施

設の運用に密接

な関わりがある

ことを十分に理

解し、防衛省・

自衛隊の任務遂

行に支障を与え

ないようにす

る。 

品質の維持 １ 業務請負者の不備に起因し

た、防衛省の行う業務の中断回

数：０回 

※自然災害等による予測不能な場

合を除く。 

  業務請負者の不備に起因した、防

衛省の行う業務の中断回数は０回で

あった。 

２ 業務請負者の不備に起因した

空調停止、停電、断水、エレベ

ーター等の停止回数：０回 

※自然災害等による予測不能な場 

合を除く。 

  業務請負者の不備に起因した空調

停止、停電、断水、エレベーター等の

停止回数は０回であった。 

 

 

３ 災害、事故等の緊急時におい

て、被災状況の把握、応急補

修、二次災害防止対策を迅速に

行うこと。 

地震や台風等の災害発生時におけ

る庁舎の状況把握や不具合の応急補

修等の対応を適切に実施した。 
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４ 外来者や近隣住民への対応を

適切に実施することで、クレー

ム等の無いように努め、公共施

設としての品位を保つこと。 

各設備等の適切な点検・整備及び

応急補修等を実施することにより、

庁内環境を適切に維持した。 

環境への配

慮 

１ 環境配慮に関する各種法令を

遵守し、業務を履行すること。 

 環境配慮に関する各種法令を遵守

し、施設管理担当者の指示のもと、

冷暖房の温度管理や運転時間の運用

などの業務を適切に行うとともに、

突発的な事象が発生した施設管理担

当者と連携し、臨機応変に対応し

た。 

２ 上記の実施に当たっては、勤

務環境の低下を最小限に留める

よう、施設管理担当者と調整を

図りつつ実施すること。 

冷暖房設備をはじめとする各設備

の運転・監視について、施設管理担

当者と綿密な調整を実施するととも

に、突発的な事象が発生した際も施

設管理担当者と連携し、臨機応変に

対応するなど、いかなる場合も可能

な限り勤務環境が低下しないよう努

めた。 

安全性の確

保 

１ 業務請負者の不備に起因する

施設利用者、来訪者等の人身事

故（病院での治療を要するも

の）及び物損事故の回数：０回 

業務請負者の不備に起因する施設

利用者、来訪者等の人身事故（病院

での治療を要するもの）及び物損事

故の回数は０回であった。 

２ 業務に従事する者の健康管理

上の不備に起因する事故の発生

回数：０回 

業務に従事する者の健康管理上の

不備に起因する事故の発生回数は０

回であった。 

 

（４）清掃・植栽管理・廃棄物監理・環境保全業務における達成状況 

基本的な方針 主要事項 測定指標 結  果 

当該事業が我が

国防衛の中枢施

設の運用に密接

な関わりがある

ことを十分に理

解し、防衛省・

自衛隊の任務遂

行に支障を与え

ないようにす

品質の維持 １ 業務請負者の不備に起因し

た、防衛省の行う業務の中断回

数：０回 

※自然災害等による予測不能な場

合を除く。 

  業務請負者の不備に起因した、防

衛省の行う業務の中断回数は０回で

あった。 

２ 災害、事故等の緊急時におい

て、被災状況の把握、応急補

修、二次災害防止対策を迅速に

行うこと。 

台風等強風が予想される際に、あ

らかじめ庁舎内外の状況の把握を実

施し、道路等の排水側溝の清掃及び

樹木の枝等の剪定を実施した。 
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る。 ３ 外来者や近隣住民への対応を

適切に実施することで、クレー

ム等の無いように努め、公共施

設としての品位を保つこと。 

敷地内各所のみならず外柵の植栽

管理を適切に実施するなど、外来者

や近隣住民に対して配慮を行い、公

共施設としての品位を保った。 

環境への配

慮 

１ 環境配慮に関する各種法令を

遵守し、業務を履行すること。 

環境配慮に関する各種法令を遵守

し、廃棄物を確実に分別するなど、

適切な庁内環境を確保した。 

２ 上記の実施に当たっては、勤

務環境の低下を最小限に留める

よう、施設管理担当者と調整を

図りつつ実施すること。 

庁舎内外の清掃や廃棄物監理等の

実施要領について、施設管理担当者

と綿密な調整を実施するとともに、

突発的な事象が発生した際も施設管

理担当者と連携し、臨機応変に対応

するなど、いかなる場合も可能な限

り勤務環境が低下しないよう努め

た。 

安全性の確

保 

１ 業務請負者の不備に起因する

施設利用者、来訪者等の人身事

故（病院での治療を要するも

の）及び物損事故の回数：０回 

業務請負者の不備に起因する施設

利用者、来訪者等の人身事故（病院

での治療を要するもの）及び物損事

故の回数は０回であった。 

２ 業務に従事する者の健康管理

上の不備に起因する事故の発生

回数：０回 

業務に従事する者の健康管理上の

不備に起因する事故の発生回数は０

回であった。 

 

（５）警備・受付業務における達成状況 

基本的な方針 主要事項 測定指標 結  果 

当該事業が我が

国防衛の中枢施

設の運用に密接

な関わりがある

ことを十分に理

解し、防衛省・

自衛隊の任務遂

行に支障を与え

ないようにす

る。 

品質の維持 １ 業務請負者の不備に起因し

た、防衛省の行う業務の中断回

数：０回 

※ 自然災害等による予測不能な

場合を除く。 

  業務請負者の不備に起因した、防

衛省の行う業務の中断回数は０回で

あった。 

２ 災害、事故等の緊急時におい

て、被災状況の把握、応急補

修、二次災害防止対策を迅速に

行うこと。 

正規な手続きを経ず庁舎内へ立ち

入ろうとした者の阻止、庁舎内で発

生した急病者への措置等を迅速かつ

適切に行った。 

３ 外来者や近隣住民への対応を

適切に実施することで、クレー

ム等の無いように努め、公共施

設としての品位を保つこと。 

庁舎内の案内、拾得物の保管等適

切な対応を実施した。 
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安全性の確

保 

１ 業務請負者の不備に起因する

施設利用者、来訪者等の人身事

故（病院での治療を要するも

の）及び物損事故の回数：０回 

業務請負者の不備に起因する施設

利用者、来訪者等の人身事故（病院

での治療を要するもの）及び物損事

故の回数は０回であった。 

２ 業務に従事する者の健康管理

上の不備に起因する事故の発生

回数：０回 

業務に従事する者の健康管理上の

不備に起因する事故の発生回数は０

回であった。 

 

（６）評価 

（１）～（５）に示すとおり、本業務の不備に起因する防衛省・自衛隊の業

務中断や施設利用者等に係る事故はなかったとともに、地震や台風等の災害

発生時における庁舎の状況把握及び不具合の応急処置等の対応や、正規な手

続きを得ず庁舎内へ立ち入ろうとした者の阻止など、防衛省・自衛隊の任務遂

行に支障を与えないよう各業務が適切に実施されていることが、業務日誌、毎月

の業務報告書、施設管理担当者による業務の現地確認等から認められ、達成すべ

きサービスの質及び最低限満たすべき水準が達成されていると評価できる。 

 

２．民間事業者提案による改善実施事項 

（１）全般 

○ 統括管理業務の統括管理責任者が中心となり、施設管理担当者～統括管理責

任者～各業務の総括業務責任者間の円滑かつ効率的なコミュニケーションの

継続性を図ることで、平時・災害発生時によらず適時適切な施設管理業務を行

うことが可能となった。 

○ 統括管理業務の統括管理責任者と各業務の総括業務責任者が連携し、災害発

生時においても業務継続できるよう防衛省市ヶ谷地区の特性を踏まえた防災

マニュアルを整備するとともに、当該マニュアルに基づく訓練等を実施するこ

とにより、迅速かつ効率的に災害における被害状況の把握及びそれらに対する

対応が可能となった。 

○ 防衛省が実施する訓練に全民間事業者が参加し、緊急時点検、不具合事項を

想定した応急処置訓練及び消火訓練を実施するとともに、各業務計画によるエ

レベーターの閉じ込め救出訓練、発電機の緊急起動等、緊急時対応訓練を定期

的に実施することで、危機管理体制の強化が図られた。 

○ 各業務の点検結果等に基づく各設備等の不具合事項について、一元的にデー

タベースを作成・更新し、業務実施者及び施設管理担当者に迅速に報告するこ

とで、官民双方が各業務の現況を迅速かつ効率的に把握でき、計画的な修繕が

可能となった。 

（２）統括管理・各設備点検保守業務 

○ 共同体内における連絡体制を構築するとともに、各設備の不具合発生時の対

処要領を定めることにより、不具合発生時における市ヶ谷地区への影響を最小

限に留めることができた。また、各設備の機器点検に独自の点検手法を設ける
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ことにより、不良個所の早期発見が可能となり、重大故障の未然防止が図られ

た。 

（３）運転・監視及び日常点検等業務（その１） 

○ 災害（突発停電含む）発生時における通信手段を確保するため、独自の通信

網を構成することで、迅速な情報収集を行うことができ、災害時等の対応能力

の向上が図られた。 

（４）運転・監視及び日常点検等業務（その２） 

○ 災害（突発停電含む）発生時における通信手段を確保するため、独自の通信

網を構成することで、迅速な情報収集を行うことができ、災害時等の対応能力

の向上が図られた。 

（５）清掃・植栽管理・廃棄物監理・環境保全業務 

○ 清掃業務において、各建物の業務責任者が連携して定期会議を設け、業務担

当者に対して統一的な清掃要領の教育を行うことで、各建物の清掃品質のばら

つきがなくなり、庁舎の衛生環境の向上が図られた。 

（６）警備・受付業務 

○ 警備業務において、来省者に対し身分証の提示案内及び声かけを実施し、職

員等の身分証提示に対する意識を高めることで、危機管理官庁としてのより厳

正な入出門管理を行うことができ、危機管理体制の強化が図られた。 

 

Ⅲ 実施経費に関する状況及び評価 

１．対象公共サービスの実施に要した経費（単純実施額で比較した場合） 

（１）従来経費（平成１９～２２年度実施経費）（民間競争入札導入前） 

４年間の実施経費  ８，９８５，０３７千円（税抜） 

１年当たり平均額  ２，２４６，２５９千円（税抜）・・（Ａ） 

※各年度によって、施設・設備等の改修状況により業務内容の数量等の増減や、入札落

札率の変動があることから、民間競争入札導入前の直近４ヶ年平均の額をもって比較

する。 
（２）第４期実施経費 

３年間の実施経費  ９，２０２，８００千円（税抜） 

１年当たり平均額  ３，０６７，６００千円（税抜）・・（Ｂ） 

【内訳（３年間の実施経費／１年当たり平均額）】 

・統括管理・各設備点検保守業務：４，５９９，８００千円／１，５３３，２６７千円 

・運転・監視及び日常点検等業務（その１）：  

１，０２９，０００千円／３４３，０００千円 

・運転・監視及び日常点検等業務（その２）： 

１，１４６，０００千円／３８２，０００千円 

・清掃・植栽管理・廃棄物監理・環境保全業務： 

６４８，０００千円／２１６，０００千円 

・警備・受付業務：１，７８０，０００千円／５９３，３３３千円 

   第４期事業経費－従来経費（（Ｂ）－（Ａ））８２１，３４１千円（税抜） 
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                         （増加率 ３６．６％） 

（３）４期事業における経費増加の主な要因 

 想定される第４期事業における経費増加の主な要因は、以下のとおり。 

・施設管理の対象となる施設の増 

  ・労務単価（人件費）の増 

※平成１９～２２年度の労務単価の平均値と平成３０～令和２年度の労務単価を比較

すると、保全技術員は約１４．３％、清掃員は約２７．３％、警備員は約１４．１％

増加している。 

  ・施設・設備の経年劣化に伴う修繕経費（交換部品）の増 

 

２．対象公共サービスの実施に要した経費（業務内容の差異等を考慮して比較した場

合） 

（１）業務内容の差異に関して考慮する内容 

民間競争入札導入前と各事業においては業務内容に差異があることから、当該

差異を考慮して比較する。具体的な考慮内容は以下のとおり。 

 ・新たに施設管理の対象となった施設に係る経費を第４期の事業経費から控除 

・経年劣化により増加した交換部品に係る経費を第４期の事業経費から控除 

・民間競争入札導入前に実施していない業務（統括管理業務、小型交流無停電装

置設備点検保守業務、入退庁ゲート設備点検保守業務、Ｊアラート設備点検保

守業務（警備保全設備点検保守業務の一部）及びガス湯沸器点検保守業務）に

係る経費を第４期の事業経費から控除 

・民間競争入札導入前に実施していたものの、第４期で実施していない（あるい

は実施の対象となっていない、もしくは更新に伴い設備が根本的に変わったた

め比較できない）業務（鉄塔劣化調査業務、コ・ジェネ設備点検保守整備業務、

コ・ジェネ純水装置再生業務、太陽光発電設備点検保守業務、監視カメラ設備

等点検保守業務及び出退表示設備点検保守業務）に係る経費を従来経費及び第

４期の事業経費から控除 

・民間競争入札導入前及び第４期において実施しているものの、業務内容に相違

が生じた業務（運転・監視及び日常点検等業務及び警備業務）に係る経費を第

４期の事業経費から控除 

（２）労務単価の差異に関して考慮する内容 

民間競争入札導入前と第４期事業においては労務単価に差異があることから、

当該差異を考慮して比較を実施する。具体的な考慮内容は以下のとおり。 

・第４期（平成３０～令和２年度）の労務単価を民間競争入札導入前（平成１９

～２２年度）の平均労務単価に置き換え（１年当たり△１５０，９０２千円） 

（３）従来経費（平成１９～２２年度実施経費）（民間競争入札導入前） 

４年間の実施経費  ８，３４７，７０３千円（税抜） 

１年当たり平均額  ２，０８６，９２６千円（税抜）・・（Ａ'） 

（４）第４期実施経費 

ア （１）のみ考慮した場合 
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実施経費  ２，２０４，８４４千円（税抜）・・（Ｂ'） 

    第４期事業経費－従来経費（（Ｂ'）－（Ａ'））１１７，９１８千円（税抜）  

（増加率 ５．７％） 

イ （１）及び（２）を考慮した場合 

実施経費  ２，０５３，９４２千円（税抜）・・（Ｂ''） 

    第４期事業経費－従来経費（（Ｂ''）－（Ａ'））△３２，９８４千円（税抜） 

（削減率 △１．６％） 

 

３．評価 

第４期事業について、従来経費（１年当たり）と比べ、実施経費が８２１，３４

１千円増額となっているが、これは、事業を分割したこと、施設管理の対象となる

施設が増えていること、労務単価が増加していることなどの理由によるものである

と想定されるため、それらを考慮し比較すると、経費は１．６％削減（△３２，９

８４千円）されている。 

※第１期～第３期についても、それぞれ従前経費と同条件として比較した場合、経費の削減

が実現されている（第１期：△３．０％、第２期：△３．２％、第３期：△３．２％）。 

また、施設管理に係る複数の契約を包括化して行うことにより、民間競争入札導

入前と比較し、契約に係る事務等を大幅に軽減することができたとともに、具体的

な金額で示すことは困難であるものの、設備の不具合の未然防止に係る施策など、

民間事業者の創意工夫が充分に発揮され業務が行われていることから、削減額以上

に効率的な業務が実施されたと認められる。 

以上のことから、民間競争入札導入後の本事業の実施経費については、導入前

と比べ、コスト削減の効果及び効率的な業務実施を実現できたものと評価できる。 

 

Ⅳ 評価のまとめ 

（１）業務日誌、毎月の業務報告書、施設管理担当者による業務の現地確認等から、防

衛省・自衛隊の任務遂行に支障を与えないよう適切に業務が実施されていることが

認められ、各業務における達成すべき公共サービスの質及び最低限満たすべき水準

は達成されている。 

（２）防衛省が実施する訓練に全民間事業者が参加し、緊急時点検、不具合事項を想定

した応急処置訓練及び消火訓練を実施することによる危機管理体制の強化や、民間

事業者が作成した各業務の点検結果等に基づく各設備等の不具合事項のデータベー

スを官民共有することによる計画的な修繕の実施など、民間事業者の創意工夫が発

揮された改善提案により、公共サービスの質の維持・向上が図られている。 

（３）公共サービスの実施経費については、民間競争入札導入前の従来経費と比較す

ると、経費の削減を実現できており、効率的な業務が実施されたと評価できる。

さらに、施設管理に係る複数の契約を包括化して行うことにより、契約に係る事務

等の大幅な軽減に繋がっているとともに、民間事業者の創意工夫が発揮された改善

提案により、サービスの質の維持・向上が図られていることから、実際の経費削減

額以上の効率的な業務が実施されたと評価できる。 
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Ⅴ 今後の事業 

防衛省市ヶ谷地区施設管理業務については、平成３０年６月２８日に開催された官

民競争入札等監理委員会において、「市場化テスト終了プロセス及び新プロセス運用

に関する指針」（平成２６年３月１９日。官民競争入札等監理委員会）Ⅱ．１．（２）

に当てはまる事業として、市場化テストを終了することが適当であるものと認められ

たことから、第４期事業をもって市場化テストを終了する予定である。 

令和３年度以降の今後の事業については、防衛省の責任において、これまで官民競

争入札等監理委員会における審議を通じて厳格にチェックされてきた公共サービス

の質、実施期間、入札参加資格、入札手続き及び情報開示に関する事項等を踏まえた

上で、防衛省に設置されている入札監視委員会による第三者チェック機能を活用し、

引き続き「競争の導入による公共サービスの改革に関する法律」の趣旨を踏まえ、公

共サービスの質の向上、コストの削減等を図る努力を行っていく所存である。 

 

以 上 
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図１ 民間競争入札導入前後における１年当たりの実施経費（単純実施額で比較） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図２ 民間競争入札導入前後における１年当たりの実施経費 

（業務の差異を考慮して比較） 


